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(57)【要約】
【課題】互いに関連性を有する動画像及び静止画像の識
別を容易且つ確実に行うことができる画像ファイルのデ
ータ構造、画像ファイル生成装置、画像ファイル生成方
法、及び電子カメラを提供する。
【解決手段】動画像の撮影中に静止画像を撮影可能な電
子カメラで撮影された互いに関連付けして記録される動
画像及び静止画像に係る画像ファイルのデータ構造は、
動画像及び当該動画像の撮影中に撮影された静止画像の
うち一方の画像についてのメタデータ６０を含み、当該
メタデータ６０には、前記一方の画像と関連付けられる
他方の画像を一義的に識別可能な識別データ６３が含ま
れている。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
動画像及び当該動画像の撮影中に撮影された静止画像のうち一方の画像と、前記一方の画
像についてのメタデータとを含み、当該メタデータには、前記一方の画像と関連付けられ
る、前記動画像及び静止画像のうちの他方の画像を一義的に識別可能な識別データが含ま
れていることを特徴とする画像ファイルのデータ構造。
【請求項２】
請求項１に記載の画像ファイルのデータ構造において、
　前記識別データは、前記一方の画像及び前記他方の画像の双方に共通の共通データ部と
、前記他方の画像に固有のデータ内容の固有データ部とを含むことを特徴とする画像ファ
イルのデータ構造。
【請求項３】
請求項２に記載の画像ファイルのデータ構造において、
　前記一方の画像は動画像であり、前記他方の画像は静止画像であり、前記識別データの
前記固有データ部は、前記動画像の撮影中に前記静止画像が撮影される毎にカウントアッ
プされて当該静止画像に付与される連番データを含んでいることを特徴とする画像ファイ
ルのデータ構造。
【請求項４】
請求項１～請求項３のうち何れか一項に記載の画像ファイルのデータ構造において、
　前記画像ファイルは動画像ファイルであり、前記一方の画像は前記動画像であり、前記
他方の画像は前記静止画像であり、前記メタデータに含まれる前記識別データは、前記動
画像の撮影開始時刻からの経過時刻で表示した、前記静止画像の撮影時刻を含んでいるこ
とを特徴とする画像ファイルのデータ構造。
【請求項５】
請求項２に記載の画像ファイルのデータ構造において、
　前記メタデータは、前記共通データ部と、前記一方の画像に固有のデータ内容の固有デ
ータ部とを含む、前記一方の画像を識別するための識別データを更に含むことを特徴とす
る画像ファイルのデータ構造。
【請求項６】
動画像データと、前記動画像データのメタデータとを備える動画像の画像ファイルのデー
タ構造であって、
　前記メタデータは、
　動画像を一義的に識別可能な動画像識別データと、
　前記動画像の撮影中に撮影された静止画像を一義的に識別可能な関連静止画像識別デー
タとの両方を含むことを特徴とする画像ファイルのデータ構造。
【請求項７】
動画像の撮影中に撮影された静止画像データと、前記静止画像データのメタデータとを備
える静止画像の画像ファイルのデータ構造であって、
　前記メタデータは、
　前記静止画像を一義的に識別可能な静止画像識別データと、
　前記動画像を一義的に識別可能な関連動画像識別データとの両方を含むことを特徴とす
る画像ファイルのデータ構造。
【請求項８】
動画像及び当該動画像の撮影中に撮影された静止画像のうち少なくとも一方の画像に係る
画像ファイルを生成する画像ファイル生成装置であって、
　前記一方の画像の画像データに、前記一方の画像と関連付けられる、前記動画像及び静
止画像のうちの他方の画像を一義的に識別可能な識別データを、メタデータとして付加し
て前記一方の画像に係る画像ファイルを生成するファイル生成部を備えたことを特徴とす
る画像ファイル生成装置。
【請求項９】
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請求項８に記載の画像ファイル生成装置において、
　前記ファイル生成部は、前記一方の画像及び前記他方の画像の双方に共通の共通データ
部と、前記他方の画像に固有のデータ内容の固有データ部とを含む前記識別データを生成
することを特徴とする画像ファイル生成装置。
【請求項１０】
請求項９に記載の画像ファイル生成装置において、
　前記一方の画像は、動画像であり、前記他方の画像は静止画像であり、
　前記ファイル生成部は、前記動画像の撮影中に前記静止画像が撮影される毎にカウント
アップされて当該静止画像に付与される連番データを含む前記固有データ部を生成するこ
とを特徴とする画像ファイル生成装置。
【請求項１１】
請求項８～請求項１０のうち何れか一項に記載の画像ファイル生成装置において、前記画
像ファイルは動画像ファイルであり、前記一方の画像は前記動画像であり、前記他方の画
像は前記静止画像であり、
　前記ファイル生成部は前記動画像の撮影開始時刻からの経過時刻で表示した前記静止画
像の撮影時刻を含む前記識別データを生成することを特徴とする画像ファイル生成装置。
【請求項１２】
請求項１１に記載の画像ファイル生成装置において、
　前記ファイル生成部が生成した前記動画像ファイルを分割して複数の分割ファイルを生
成可能なファイル分割部を更に備え、
　当該ファイル分割部は、前記動画像ファイルに係る動画像の撮影中に複数の静止画像が
撮影時刻を異ならせて撮影されている場合には、前記複数の分割ファイルのうち時系列的
に最前の分割ファイル以外の他の分割ファイルに含まれる静止画像の撮影時刻に関するデ
ータを、当該静止画像が含まれる前記他の分割ファイルに対応する分割動画像の再生開始
時刻からの経過時刻表示に書き換えることを特徴とする画像ファイル生成装置。
【請求項１３】
動画像及び静止画像を撮影可能な撮影装置と、
　当該撮影装置が撮影した前記動画像の動画像データ及び当該動画像の撮影中に撮影した
前記静止画像の静止画像データを生成する画像データ生成部と、
　請求項８～請求項１２のうち何れか一項に記載の画像ファイル生成装置と
　を備えたことを特徴とする電子カメラ。
【請求項１４】
動画像及び当該動画像の撮影中に撮影された静止画像のうち少なくとも一方の画像に係る
画像ファイルを生成する画像ファイル生成方法であって、
　前記両画像のいずれか一方の画像の画像データに、前記一方の画像と関連付けられる他
方の画像を一義的に識別可能な識別データをメタデータとして付加して、前記一方の画像
に係る画像ファイルを生成する段階を備えたことを特徴とする画像ファイル生成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば動画像や静止画像などの画像ファイルのデータ構造、そのような画像
ファイルを生成する画像ファイル生成装置、画像ファイル生成方法、及び、画像ファイル
生成機能を有する電子カメラに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の一電子カメラは、動画を撮影中に静止画を撮影し、その静止画像ファイルと動画
像ファイルとを互いに関連付けるための関連付けデータを含むデータ構造を有するように
生成し、両画像ファイルを互いに関連付けて記録（保存）する。この関連付けデータには
、相手方の画像ファイルのファイル名が識別子として含まれている（例えば、特許文献１
参照）。



(4) JP 2011-71969 A 2011.4.7

10

20

30

40

50

【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－３０４４２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、画像ファイルのファイル名は、ユーザにより書き換えられることがあり得る
。特許文献１に記載の電子カメラでは、関連付けデータで互いに関連付けられた画像ファ
イルのうち片方または両方の画像ファイルのファイル名が書き換えられると、書き換え後
のファイル名は、関連付けデータで識別子して使用されるファイル名と一致しなくなって
しまう。この場合、そのファイル名を識別子とする関連付けデータによっては、動画像と
静止画像の関連を識別できなくなるという問題があった。
【０００５】
　本発明の目的は、互いに関連性を有する動画像及び静止画像の識別を容易且つ確実に行
うことができる画像ファイルのデータ構造、画像ファイル生成装置、画像ファイル生成方
法、及び電子カメラを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明の画像ファイルのデータ構造は、動画像及び当該動
画像の撮影中に撮影された静止画像のうち一方の画像と、前記一方の画像についてのメタ
データとを含み、当該メタデータには、前記一方の画像と関連付けられる、前記動画像及
び静止画像のうちの他方の画像を一義的に識別可能な識別データが含まれている。
【０００７】
　また、本発明の画像ファイルのデータ構造において、前記識別データは、前記一方の画
像及び前記他方の画像の双方に共通の共通データ部と、前記他方の画像に固有のデータ内
容の固有データ部とを含むことが好ましい。
【０００８】
　また、本発明の画像ファイルのデータ構造において、前記一方の画像は動画像であり、
前記他方の画像は静止画像であり、前記識別データの前記固有データ部は、前記動画像の
撮影中に前記相静止画像が撮影される毎にカウントアップされて当該静止画像に付与され
る連番データを含んでいることが好ましい。
【０００９】
　また、本発明の画像ファイルのデータ構造において、前記画像ファイルは動画像ファイ
ルであり、前記一方の画像は前記動画像であり、前記他方の画像は前記静止画像であり、
前記メタデータに含まれる前記識別データは、前記動画像の撮影開始時刻からの経過時刻
で表示した前記静止画像の撮影時刻を含んでいることが好ましい。
【００１０】
　また、本発明の画像ファイルのデータ構造において、前記メタデータは、前記共通デー
タ部と、前記一方の画像に固有のデータ内容の固有データ部とを含む、前記一方の画像を
識別するための識別データを更に含むことが好ましい。
【００１１】
　また、本発明の画像ファイルのデータ構造は、動画像データと、前記動画像データのメ
タデータとを備える、動画像の画像ファイルのデータ構造であって、前記メタデータは、
動画像を一義的に識別可能な動画像識別データと、前記動画像の撮影中に撮影された静止
画像を一義的に識別可能な関連静止画像識別データとの両方を含むことが好ましい。
【００１２】
　また、本発明の画像ファイルのデータ構造は、動画像の撮影中に撮影された静止画像デ
ータと、前記静止画像データのメタデータとを備える、静止画像の画像ファイルのデータ
構造であって、前記メタデータは、前記静止画像を一義的に識別可能な静止画像識別デー
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タと、前記動画像を一義的に識別可能な関連動画像識別データとの両方を含むことが好ま
しい。
【００１３】
　また、本発明の画像ファイル生成装置は、動画像及び当該動画像の撮影中に撮影された
静止画像のうち少なくとも一方の画像に係る画像ファイルを生成する画像ファイル生成装
置であって、前記一方の画像の画像データに、前記一方の画像と関連付けられる、前記動
画像及び静止画像のうちの他方の画像を一義的に識別可能な識別データを、メタデータと
して付加して前記一方の画像に係る画像ファイルを生成するファイル生成部を備える。
【００１４】
　また、本発明の画像ファイル生成装置において、前記ファイル生成部は、前記一方の画
像及び前記他方の画像の双方に共通の共通データ部と、前記他方の画像に固有のデータ内
容の固有データ部とを含む前記識別データを生成することが好ましい。
【００１５】
　また、本発明の画像ファイル生成装置において、前記一方の画像は動画像であり、前記
他方の画像は静止画像であり、前記ファイル生成部は、前記動画像の撮影中に前記静止画
像が撮影される毎にカウントアップされて当該静止画像に付与される連番データを含む前
記固有データ部を生成することが好ましい。
【００１６】
　また、本発明の画像ファイル生成装置において、前記画像ファイルは動画像ファイルで
あり、前記一方の画像は前記動画像であり、前記他方の画像は前記静止画像であり、前記
ファイル生成部は、前記動画像の撮影開始時刻からの経過時刻で表示した前記静止画像の
撮影時刻を含む前記識別データを生成することが好ましい。
【００１７】
　また、本発明の画像ファイル生成装置は、前記ファイル生成部が生成した前記動画像フ
ァイルを分割して複数の分割ファイルを生成可能なファイル分割部を更に備え、当該ファ
イル分割部は、前記動画像ファイルに係る動画像の撮影中に複数の静止画像が撮影時刻を
異ならせて撮影されている場合には、前記複数の分割ファイルのうち時系列的に最前の分
割ファイル以外の他の分割ファイルに含まれる静止画像の撮影時刻に関するデータを、当
該静止画像が含まれる前記他の分割ファイルに対応する分割動画像の再生開始時刻からの
経過時刻表示に書き換える。
【００１８】
　また、本発明の電子カメラは、動画像及び静止画像を撮影可能な撮影装置と、当該撮影
装置が撮影した前記動画像の動画像データ及び当該動画像の撮影中に撮影した前記静止画
像の静止画像データを生成する画像データ生成部と、上記構成の画像ファイル生成装置と
を備える。
【００１９】
　また、本発明の画像ファイル生成方法は、動画像及び当該動画像の撮影中に撮影された
静止画像のうち少なくとも一方の画像に係る画像ファイルを生成する画像ファイル生成方
法であって、前記両画像のいずれか一方の画像の画像データに、前記一方の画像と関連付
けられる他方の画像を一義的に識別可能な識別データをメタデータとして付加して、前記
一方の画像に係る画像ファイルを生成する段階を備える。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、互いに関連性を有する動画像及び静止画像の識別を容易且つ確実に行
うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】デジタルカメラの回路構成を示すブロック図。
【図２】画像ファイル生成処理ルーチンのフローチャート。
【図３】通常の静止画像に係るメタデータの模式図。
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【図４】（ａ）～（ｄ）は動画像と関連性を有する関連静止画像に係るメタデータの模式
図。
【図５】通常の動画像に係るメタデータの模式図。
【図６】静止画像と関連性を有する関連動画像に係るメタデータの模式図。
【図７】動画像表示中のモニタの画面内容を示す説明図。
【図８】（ａ）及び（ｂ）は動画像ファイルを分割した場合の分割動画像ファイルの各関
連動画像に係るメタデータの模式図。
【図９】メタデータと画像データとを備える画像ファイルの模式図。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の一実施形態に従う電子カメラの一種であるデジタルスチルカメラ（以下
、「カメラ」という。）、同カメラが備える画像ファイル生成装置、同画像ファイル生成
装置により生成される画像ファイルのデータ構造、及び画像ファイル生成方法を図１～図
９に基づいて説明する。
【００２３】
　図１に示すように、カメラ１１は、ズームレンズなどの複数のレンズからなるレンズ部
１２（図１では図面の簡略化のため１つのレンズのみ図示）を有すると共に、そのレンズ
部１２を通過した被写体光をレンズ部１２の像空間側に結像させて撮像する撮影装置とし
ての撮像素子１３をカメラ本体（図示略）内に有している。この撮像素子１３は、ＣＭＯ
Ｓ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）イメージセンサ、又はＣＣＤ（Charge 
Coupled Device）イメージセンサからなる。撮像素子１３は、その撮像面に結像した被写
体像に対応した信号電荷を蓄積して、画素信号と呼ばれるアナログ信号を生成し、そのア
ナログ信号を出力する。
【００２４】
　撮像素子１３にはＡ／Ｄ変換回路１４と画像データ生成部として機能する信号処理回路
１５とが直列に接続されている。Ａ／Ｄ変換回路１４は、撮像素子１３から出力されたア
ナログ信号からなる画素信号をデジタル信号に変換し、そのデジタル信号を信号処理回路
１５に供給するようになっている。カメラ１１のカメラ本体内には不図示のＲＯＭに記憶
された制御プログラムに基づきカメラ１１における各種動作を統括的に制御するＭＰＵ（
Micro Processing Unit）１６が設けられている。このＭＰＵ１６は、信号処理回路１５
に対して動画像及び静止画像に係る画像データ及びメタデータの生成のための各種の制御
信号を供給するようになっている。
【００２５】
　すなわち、信号処理回路１５は、動画像又は静止画像に係るデジタル画素信号に対して
ＭＰＵ１６からの制御信号に基づき各種の画像処理を施して所定の画像データを生成する
と共に、その画像データに係る画像の撮影に使用したカメラ１１の機種名や製造番号など
を含んでなるメタデータを生成するようになっている。そして、このように生成された画
像データ及びメタデータは、ＭＰＵ１６に接続されたバッファメモリとして機能する画像
メモリ１７に一時的に記録され、さらにカードスロット１８を介してカメラ１１に着脱可
能とされた記録媒体であるメモリカード１９に画像ファイルとして所定のフォーマット態
様で記録されるようになっている。すなわち、図９に示すように、画像ファイル９０は、
画像データ８０にメタデータ３０，４０ａ～４０ｄ，５０，６０，６０ａ，６０ｂが付加
されたフォーマット態様で記録される。
【００２６】
　また、図１に示すように、ＭＰＵ１６には、モニタ２０、レリーズボタン２１、セレク
トボタン２２及びライブビューボタン２３が接続されている。モニタ２０は、動画像及び
静止画像等の各種画像を表示可能な表示装置として機能し、例えば液晶モニタである。モ
ニタ２０はＭＰＵ１６の表示制御に基づき動画像及び静止画像を選択的に表示する。また
、レリーズボタン２１は、主として静止画像を撮影する場合にユーザによってオン操作さ
れる。また、セレクトボタン２２は、図示しない移動キーや決定キーを含んで構成され、
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主としてモニタ２０に表示される画面の切り替えや、各種の設定の変更（例えば、静止画
像撮影モードから動画像撮影モードへの撮影モードの切替など）を行う際にユーザにより
操作される。そして、ライブビューボタン２３は、撮像素子１３の撮像面に結像した被写
体像をモニタ２０上にスルー画像としてライブ表示させる場合にユーザにより操作される
。
【００２７】
　次に、デジタルカメラ１１のＭＰＵ１６が実行する画像ファイル生成処理ルーチンの概
要を図２のフローチャートを参照しながら以下説明する。
　さて、ＭＰＵ１６は、カメラ１１の図示しない電源ボタンがオン操作された状態におい
てライブビューボタン２３がオン操作されると、図２に示す画像ファイル生成処理ルーチ
ンを開始する。ステップＳ１１において、ＭＰＵ１６は、現時点で撮像素子１３の撮像面
に結像している被写体像の経時的に変化するスルー画像をモニタ２０上に表示させる。次
のステップＳ１２において、ＭＰＵ１６は、セレクトボタン２２の決定キーがユーザによ
って押されたか否かを判定する。すなわち、ＭＰＵ１６は、モニタ２０上にスルー画像と
して表示されている被写体をユーザが動画像で撮影したいと決定したか否かを判定する。
【００２８】
　そして、このステップＳ１２における判定結果が否定判定（ステップＳ１２＝ＮＯ）で
ある場合、ＭＰＵ１６は、ステップＳ１３に移行し、ユーザによってレリーズボタン２１
がオン操作されたか否かを判定する。すなわち、ＭＰＵ１６は、モニタ２０上にスルー画
像として表示されている被写体をユーザが静止画像で撮影したいと決定したか否かを判定
する。そして、このステップＳ１３における判定結果が否定判定（ステップＳ１３＝ＮＯ
）である場合、ＭＰＵ１６は、ステップＳ１１に戻り、ステップＳ１１以降の処理を再び
繰り返す。
【００２９】
　一方、レリーズボタン２１がオン操作されたか否かに係るステップＳ１３の判定結果が
肯定判定（ステップＳ１３＝ＹＥＳ）である場合、ＭＰＵ１６は、次のステップＳ１４に
おいてカメラ１１の撮影モードを静止画像撮影モードに設定し、その時点で撮像素子１３
の撮像面に結像している被写体像を静止画像で撮影処理させる。すなわち、このステップ
Ｓ１４において、ＭＰＵ１６は、レリーズボタン２１がオン操作された時点での静止画像
の画像データ（静止画像データ）と、当該静止画像に係るメタデータ（図３参照）とを生
成させるための制御信号を信号処理回路１５に出力する。
【００３０】
　ここで、静止画像に係るメタデータについて説明する。本実施形態に係るカメラ１１で
静止画像を撮影した場合には、図３及び図４に示すメタデータ３０，４０ａ～４０ｄのう
ち何れかのメタデータが静止画像の撮影毎に生成される。
【００３１】
　まず、図３に示すメタデータ３０は、動画像の撮影中ではないときに撮影された（つま
り、動画像とは関連性を有しない）通常の静止画像に係るメタデータであり、ファイル名
３１と静止画像識別データ３２とを含んだデータ構造をしている。一方、図４（ａ）～（
ｄ）に示すメタデータ４０ａ～４０ｄの各々は、動画像の撮影中に撮影された（つまり、
動画像と関連性を有する）関連静止画像に係るメタデータであり、ファイル名４１と、静
止画像識別データ４２と、関連動画像識別データ４３とを含んだデータ構造をしている。
【００３２】
　静止画像に係るメタデータ３０，４０ａ～４０ｄにおいて、ファイル名３１，４１は、
その静止画像に係る静止画像ファイルの名称を表し、静止画像識別データ３２，４２は、
その静止画像を他の静止画像と一義的に識別可能とする識別子として機能する。そして、
関連静止画像に係るメタデータ４０ａ～４０ｄに含まれる関連動画像識別データ４３は、
その静止画像の撮影時点で撮影中であった動画像（すなわち、関連動画像）を他の動画像
と識別可能とする識別子として機能する。
【００３３】
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　なお、静止画像のファイル名３１，４１は、ＦＡＴ（File Allocation Table）で管理
しており、ユーザにより容易に書き換え可能である。このように、静止画像ファイルのフ
ァイル名３１，４１は、必要に応じてユーザが容易に書き換えて変更できるようになって
いる。その一方、静止画像識別データ３２，４２及び関連動画像識別データ４３について
は、例えば、静止画像ファイルのヘッダ領域に記録されている。
【００３４】
　図示した例では、静止画像識別データ３２，４２は、その静止画像の撮影に使用された
カメラ１１の機種名１０１（「ND300」）、当該カメラ１１の製造番号１０２（「2054161
」）、及び当該カメラ１１で静止画像を撮影する毎にカウントアップされて静止画像毎に
付与される静止画像番号１０３（「still005383」等）を含んだデータ構造をしている。
なお、連番データとして機能する静止画像番号１０３は、当該識別データに対応する画像
が静止画像であることを意味する画種記述「still」と、連続番号からなる番号記述（メ
タデータ３０の場合は「005383」）とを含んだデータ構造をしている。
【００３５】
　また同様に、関連動画像識別データ４３も、その動画像の撮影に使用されたカメラ１１
の機種名１０１（「ND300」）、当該カメラ１１の製造番号１０２（「2054161」）、及び
当該カメラ１１で動画像を撮影する毎にカウントアップされて動画像毎に付与される動画
像番号１０４（「movie0001215」等）を含んだデータ構造をしている。なお、連番データ
として機能する動画像番号１０４は、当該識別データに対応する画像が動画像であること
を意味する画種記述「movie」と、連続番号からなる番号記述（「0001215」）とを含んだ
データ構造をしている。
【００３６】
　識別データ３２，４２，４３における機種名１０１、製造番号１０２、静止画像番号１
０３、及び動画像番号１０４は、それらの画像の撮影時点でユーザの意思とは無関係に機
械的に付与されるデータ内容であり、ユーザが任意に選択できる意味合いのものではない
。また、識別データ３２，４２，４３は、それらの静止画像をモニタ２０上に再生表示す
る場合に、それらの静止画像の画像データをメモリカード１９から読み出す際の検索に使
用されるものである。
【００３７】
　図２の説明に戻る。ステップＳ１４での静止画像撮影処理が済むと、ＭＰＵ１６は、次
のステップＳ１５において、ステップＳ１４での撮影処理で生成された静止画像の画像デ
ータに図３に示すメタデータ３０が付加されてなる通常の静止画像ファイルの生成処理を
信号処理回路１５において実行させる。そして、このステップＳ１５で生成された静止画
像ファイルをメモリカード１９に記録させた後、ＭＰＵ１６は、本画像ファイル生成処理
ルーチンを終了する。
【００３８】
　ステップＳ１２の判定結果が肯定判定（ステップＳ１２＝ＹＥＳ）である場合、ＭＰＵ
１６は、ステップＳ１６に移行し、カメラ１１の撮影モードを動画像撮影モードに設定す
る。そして、このステップＳ１６において、ＭＰＵ１６は、モニタ２０上にスルー画像と
して表示されている被写体像を動画像で撮影処理する。すなわち、このステップＳ１６に
おいて、ＭＰＵ１６は、セレクトボタン２２の決定キーが押された時点からの経時的に変
化する動画像の画像データ（動画像データ）と、当該動画像に係るメタデータ（図５及び
図６参照）とを生成させるための制御信号を信号処理回路１５に出力する。
【００３９】
　ここで、動画像に係るメタデータについて説明する。本実施形態に係るカメラ１１で動
画像を撮影した場合には、図５及び図６に示すメタデータ５０，６０のうち何れかのメタ
データが動画像の撮影毎に生成される。
【００４０】
　まず、図５に示すメタデータ５０は、その動画像の撮影中に静止画像が割り込みで撮影
されなかった（つまり、静止画像とは関連性を有しない）通常の動画像に係るメタデータ
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であり、ファイル名５１と動画像識別データ５２とを含んだデータ構造をしている。一方
、図６に示すメタデータ６０は、その動画像の撮影中に静止画像が割り込みで撮影された
（つまり、静止画像と関連性を有する）関連動画像に係るメタデータであり、ファイル名
６１と、動画像識別データ６２と、関連静止画像識別データ６３とを含んだデータ構造を
している。
【００４１】
　動画像に係るメタデータ５０，６０において、ファイル名５１，６１は、その動画像に
係る動画像ファイルの名称を表す。動画像識別データ５２，６２は、その動画像を他の動
画像と一義的に識別可能とする識別子として機能する。そして、関連動画像に係るメタデ
ータ６０に含まれる関連静止画像識別データ６３は、その動画像の撮影中に割り込みで撮
影された静止画像（すなわち、関連静止画像）を他の静止画像と識別可能とする識別子と
して機能する。
【００４２】
　なお、静止画像ファイルのファイル名と同様に、この動画像ファイルのファイル名５１
，６１も、前述したＦＡＴで管理しており、ユーザにより容易に書き換え可能である。こ
のように、動画像ファイルのファイル名５１，６１も、必要に応じてユーザが容易に書き
換えて変更できるようになっている。その一方、動画像識別データ５２，６２及び関連静
止画像識別データ６３については、例えば、動画像ファイルのヘッダ領域に記録されてい
る。
【００４３】
　すなわち、静止画像識別データ３２，４２の場合と同様に、動画像識別データ５２，６
２は、その動画像の撮影に使用されたカメラ１１の機種名１０１（「ND300」）、当該カ
メラ１１の製造番号１０２（「2054161」）、及び当該カメラ１１で動画像を撮影する毎
にカウントアップされて動画像毎に付与される動画像番号１０４（「movie001215」等）
を含んだデータ構造をしている。なお、連番データとして機能する動画像番号１０４は、
当該識別データに対応する画像が動画像であることを意味する画種記述「movie」と、連
続番号からなる番号記述（「001215」）とを含んだデータ構造をしている。
【００４４】
　また同様に、関連静止画像識別データ６３も、その静止画像の撮影に使用されたカメラ
１１の機種名１０１（「ND300」）、当該カメラ１１の製造番号１０２（「2054161」）、
及び当該カメラ１１で静止画像を撮影する毎にカウントアップされて静止画像毎に付与さ
れる静止画像番号１０３（「still005384」等）を含んだデータ構造をしている。なお、
連番データとして機能する静止画像番号１０３は、当該識別データに対応する画像が静止
画像であることを意味する画種記述「still」と、連続番号からなる番号記述（「005384
」等）とを含んだデータ構造をしている。
【００４５】
　識別データ５２，６２，６３における機種名１０１、製造番号１０２、動画像番号１０
４、及び静止画像番号１０３も、識別データ３２，４２，４３の場合と同様に、それらの
画像の撮影時点でユーザの意思とは無関係に機械的に付与されるデータ内容であり、ユー
ザが任意に選択できる意味合いのものではない。また、識別データ５２，６２，６３も、
識別データ３２，４２，４３の場合と同様に、それらの動画像をモニタ２０上に再生表示
する場合に、それらの動画像の画像データをメモリカード１９から読み出す際の検索に使
用されるものである。そのため、これらの機種名１０１、製造番号１０２、動画像番号１
０４、及び静止画像番号１０３を含んでなる各識別データ５２，６２，６３については、
ファイル名５１，６１の場合とは異なり、その記述内容が書き換え不能なデータ態様とさ
れているのである。
【００４６】
　再び、図２に戻る。ステップＳ１６で動画像撮影及びタイムカウントを開始すると、Ｍ
ＰＵ１６は、次のステップＳ１７において、ユーザによってレリーズボタン２１がオン操
作されたか否かを判定する。すなわち、ＭＰＵ１６は、動画像の撮影中においてモニタ２
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０上にスルー画像として表示されている被写体をユーザが静止画像で撮影したいと決定し
たか否かを判定する。そして、このステップＳ１７での判定結果が肯定判定（ステップＳ
１７＝ＹＥＳ）である場合、ＭＰＵ１６は、次のステップＳ１８において、その時点で撮
像素子１３の撮像面に結像している被写体像を静止画像で撮影する処理を割り込ませる。
すなわち、このステップＳ１８において、ＭＰＵ１６は、レリーズボタン２１がオン操作
された時点での静止画像（関連静止画像）の画像データと、当該関連静止画像に係るメタ
データ（図４参照）とを生成させるための制御信号を信号処理回路１５に出力する。
【００４７】
　そして、このステップＳ１８での関連静止画像の撮影処理が済むと、ＭＰＵ１６は、次
のステップＳ１９において、ステップＳ１８での撮影処理で生成された関連静止画像の画
像データにメタデータが付加されてなる関連静止画像ファイルの生成処理を信号処理回路
１５において実行させる。そして、このステップＳ１９で生成された関連静止画像ファイ
ル（図９参照）をバッファメモリとしての画像メモリ１７に一時的に記録した後、ＭＰＵ
１６は、ステップＳ２０に移行する。
【００４８】
　すると、ＭＰＵ１６は、次のステップＳ２０において、セレクトボタン２２の決定キー
がユーザによって押されたか否かを判定する。図示したカメラ１１の場合、ステップＳ１
２でのセレクトボタン２２の決定キーの押し下げを１回目として、このステップＳ２０で
のセレクトボタン２２の決定キーの２回目の押し下げがあった場合、その２回目の決定キ
ーの押し下げは動画像撮影モードを終了させるための操作とされている。したがって、Ｍ
ＰＵ１６は、このステップＳ２０において、ユーザが動画像撮影を終了したいと決定した
か否かを判定する。
【００４９】
　そして、ステップＳ２０における判定結果が否定判定（ステップＳ２０＝ＮＯ）である
場合、ＭＰＵ１６は、ステップＳ１７に戻る。ＭＰＵ１６は、ステップＳ１７以降の処理
を再び繰り返し、ステップＳ１７の判定結果が肯定判定（ステップＳ１７＝ＹＥＳ）であ
ると共にステップＳ２０の判定結果が否定判定（ステップＳ２０＝ＮＯ）である限り、一
動画撮影中に複数枚（本実施形態の場合は４枚）の関連静止画像の撮影をステップＳ１８
で繰り返す。そして、そのように繰り返し撮影した関連静止画像の各静止画像ファイルを
ステップＳ１９で生成して画像メモリ１７に一時的に記録する。
【００５０】
　その一方、レリーズボタン２１が押されたか否かに係るステップＳ１７の判定結果が否
定判定（ステップＳ１７＝ＮＯ）である場合、ＭＰＵ１６は、ステップＳ２０に移行し、
既述したように、セレクトボタン２２の決定キーがユーザによって押されたか否か、すな
わち、ユーザが動画像撮影を終了したいと決定したか否かを判定する。そして、ステップ
Ｓ２０の判定結果が肯定判定（ステップＳ２０＝ＹＥＳ）である場合、ＭＰＵ１６は、次
のステップＳ２１において、動画像撮影及びタイムカウントを終了させるための制御信号
を信号処理回路１５等に出力する。
【００５１】
　そして、次のステップＳ２２において、ＭＰＵ１６は、関連静止画像があるか否か、す
なわち、動画像の撮影中に静止画像を割り込みで撮影したか否かを判定する。そして、そ
の判定結果が否定判定（ステップＳ２２＝ＮＯ）である場合、ＭＰＵ１６は、ステップＳ
１６での動画像撮影を開始してからステップＳ２１で動画像撮影を終了するまでの動画像
の画像データに通常の動画像に係るメタデータ５０（図５参照）を付加してなる動画像フ
ァイルを生成させるための制御信号を信号処理回路１５に出力する。
【００５２】
　その一方、ステップＳ２２の判定結果が肯定判定（ステップＳ２２＝ＹＥＳ）である場
合、ＭＰＵ１６は、ステップＳ１６での動画像撮影を開始してからステップＳ２１で動画
像撮影を終了するまでの動画像の画像データに関連動画像に係るメタデータ６０（図６参
照）を付加してなる動画像ファイルを生成させるための制御信号を信号処理回路１５に出
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力する。そして、このステップＳ２３又はステップＳ２４での何れかの動画像ファイルの
生成処理を完了すると、ＭＰＵ１６は、本画像ファイル生成処理ルーチンを終了する。
【００５３】
　そこで次に、以上のように構成された本実施形態のカメラ１１の作用について、特に、
動画像の撮影中に静止画像を撮影した場合の動画像及び静止画像に係る各画像ファイルの
生成に関する作用に着目して以下説明する。
【００５４】
　さて、本実施形態のカメラ１１では、ユーザによりライブビューボタン２３が押される
と、その時点で撮像素子１３の撮像面に結像している被写体像の経時的に変化するスルー
画像がモニタ２０上に表示される。そして、その状態でレリーズボタン２１がオン操作さ
れた場合には、撮影モードが静止画像撮影モードに設定されて静止画像撮影が行われる。
そして、その時点で撮像素子１３の撮像面に結像している被写体像の画像データに図３に
示すメタデータ３０を付加してなる通常の静止画像に係る静止画像ファイルが生成されて
メモリカード１９に記録される。
【００５５】
　また、スルー画像がモニタ２０上に表示されている状態で、レリーズボタン２１のオン
操作ではなく、セレクトボタン２２の決定キーが押された場合には、撮影モードが動画像
撮影モードに設定され、その時点から動画像の撮影が開始される。また、この動画像撮影
が開始してからの経過時間の計測（タイムカウント）も開始される。
【００５６】
　そして、その動画像撮影を開始してから、レリーズボタン２１がオン操作されることな
く、再びセレクトボタン２２の決定キーが押された場合には、動画像撮影が終了される。
そして、その動画像撮影の開始時点から終了時点に至るまでの動画像の画像データに図５
に示すメタデータ５０を付加してなる通常の動画像に係る動画像ファイルが生成されてメ
モリカード１９に記録される。
【００５７】
　一方、動画像撮影が開始されてから再びセレクトボタン２２の決定キーが押されるまで
の間にレリーズボタン２１のオン操作があった場合には、そのレリーズボタン２１のオン
操作がなされる毎に、撮影中の動画像に関連付けられる関連静止画像の撮影が割り込みで
行われる。そして、そのような割り込み撮影が行われる毎に、その静止画像の画像データ
に対して図４（ａ）～（ｄ）に示す関連静止画像に係るメタデータ４０ａ～４０ｄを付加
してなる関連静止画像に係る静止画像ファイル（図９参照）が生成されてメモリカード１
９に記録される。
【００５８】
　このような関連静止画像の撮影が動画像の撮影中に割り込みで行われた場合において、
その動画像撮影が再びセレクトボタン２２の決定キーが押されることで終了すると、その
動画像撮影の開始時点から終了時点に至るまでの動画像の画像データに図６に示すメタデ
ータ６０を付加してなる関連動画像に係る動画像ファイル（図９参照）が生成されてメモ
リカード１９に記録される。
【００５９】
　以上のようにして生成された静止画像ファイル及び動画像ファイルがメモリカード１９
に記録された状態において、モニタ２０上に動画像又は静止画像を再生表示させる場合に
は、セレクトボタン２２の操作によりモニタ２０上に表示された画像ファイルの選択画面
（図示略）から再生表示を所望する画像ファイルが選択される。
【００６０】
　例えば、図６に示すメタデータ６０が画像データに付加されてなる関連動画像に係る動
画像ファイルを再生すべく選択されたとき、図７に示す動画像Ｍがモニタ２０上に表示さ
れるようになっている。モニタ２０内の下方領域には、動画像表示バー７０が表示される
。その動画像表示バー７０においては、動画像Ｍの表示進行度合いが左から右に進行する
色付きの進捗表示部７１で表示されるようになっている。また、図７に示す動画像表示バ
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ー７０に含められた４箇所の静止画像マークＳ１～Ｓ４は、その動画像の撮影中において
４枚の関連静止画像の割り込み撮影があったことを表示している。
【００６１】
　なお、静止画像マークＳ１～Ｓ４は、再生表示中の動画像Ｍに係るメタデータ６０に含
まれる関連静止画像識別データ６３に含められた、関連静止画像の撮影時刻１０５のデー
タ内容にそれぞれ対応した位置に表示される。図示した例では、セレクトボタン２２の操
作によりカーソル７２を各静止画像マークＳ１～Ｓ４の位置に移動させ、その位置で決定
キーを押した場合には、当該静止画像マークと対応する関連静止画像がモニタ２０上に拡
大表示されるようになっている。したがって、ユーザは画質の鮮明な関連静止画像により
動画像Ｍの撮影中の一画面を確認することができるようになる。
【００６２】
　また、この場合、例えば１番目の静止画像マークＳ１の位置にカーソル７２が位置する
状態でセレクトボタン２２の決定キーが押されたとすると、ＭＰＵ１６は、メモリカード
１９から該当する静止画像ファイルを検索することになる。このとき、図６のメタデータ
６０が含む関連静止画像識別データ６３（「ND300_2054161_still005384 00:02,08」）に
よれば、１番目の関連静止画像は、共通データ部（「ND300_2054161」）を検索キーとし
て絞り込み検索することが可能である。そして、そのように絞り込み検索した上で、次に
固有データ部（「still005384 00:02,08」）を検索キーとして検索するようにすれば、図
４（ａ）に示すメタデータ４０ａをデータ構造に含む１番目の関連静止画像の静止画像フ
ァイルを効率良く検索することができるようになる。
【００６３】
　仮に図４（ａ）に示すメタデータ４０ａをデータ構造に含む１番目の関連静止画像の静
止画像ファイルのファイル名４１「DSC_0713.JPG」がユーザによって書き換えられていた
としても、検索に使用する関連静止画像の静止画像識別データ４２は書き換え不能なデー
タ態様とされているので、当該１番目の関連静止画像の静止画像ファイルが見つからない
という状況を回避することができる。
【００６４】
　ところで、図７に示す動画像Ｍの場合、その動画像Ｍの再生表示が始まってから３番目
の静止画像マークＳ３の位置まで表示進行するのに５８．２２秒という長い時間がかかる
ことになる。そこで、そのような場合には、図６に示すメタデータ６０を含んでなる関連
動画像に係る動画像ファイルを複数（本実施形態の場合は２つ）の分割ファイルに分割す
ることが可能とされている。この場合、ＭＰＵ１６が、ファイル分割部として機能するこ
とにより、信号処理回路１５に画像ファイル分割のための制御信号を出力する。
【００６５】
　そして、その場合は、図８に示すように各分割ファイルに含まれるメタデータ６０ａ，
６０ｂにおいて、時系列的に最前の分割ファイル以外の他の分割ファイルに含まれる静止
画像の撮影時刻１０５が書き換え変更される。例えば、動画像Ｍの撮影開始時刻から４５
秒経過時点で分割した場合には、図８（ｂ）に示すように最前の分割ファイル以外の他の
分割ファイルに含まれる関連静止画像に係るメタデータ６０ｂにおける撮影時刻１０５が
４５秒だけ繰り上げられ、その関連静止画像が含まれる分割ファイルの動画像の再生開始
時刻からの経過時刻表示態様に書き換え変更される。
【００６６】
　以上説明した本実施形態によれば、以下に示す効果を得ることができる。
　（１）互いに関連づけして記録した静止画像ファイル及び動画像ファイルの各ファイル
名３１，４１，５１，６１がユーザにより書き換え変更された場合でも、関連性を有する
相手方の画像ファイルを検索する場合に使用される識別データ４２，４３，５２，６２，
６３はメタデータとして記録されている。したがって、各画像ファイルのファイル名３１
，４１，５１，６１が書き換えられていても、容易に且つ確実に相手方の画像ファイルを
識別することができ、相手方の画像ファイルが見つからないという状況を回避することが
できる。
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【００６７】
　（２）識別データ３２，４２，４３，５２，６２，６３を検索キーとして相手方の画像
ファイルを検索する場合、まず、双方の画像に共通する共通データ部となる機種名１０１
と製造番号１０２のデータ部分で絞り込み検索をすることができる。そして、その上で、
検索対象となる相手方の画像に固有の固有データ部である静止画像番号１０３又は動画像
番号１０４のデータ部分で最終的に検索するようにすれば、検索効率を向上することがで
きる。
【００６８】
　（３）識別データ３２，４２，４３，５２，６２，６３において固有データ部とされる
静止画像番号１０３及び動画像番号１０４は、その画像が撮影される毎にカウントアップ
されて機械的に当該画像に付与される連続番号であるため、一義的に相手方の画像を識別
する上で信頼性を確保することができる。
【００６９】
　（４）動画像の撮影中に静止画像の割り込み撮影があった関連動画像のメタデータ６０
には、各関連静止画像の撮影時刻１０５が動画像の撮影開始時点からの経過時刻表示態様
で含まれている。したがって、その動画像をモニタ２０上で再生表示する場合に重畳表示
する動画像表示バー７０において撮影時刻毎に位置を異ならせた静止画像マークＳ１～Ｓ
４を付すことが可能となる。
【００７０】
　（５）動画像Ｍの再生時間が長い場合等において、その動画像Ｍに係る動画像ファイル
を分割した場合には、時系列的に最前の分割ファイル以外の他の分割ファイルに含まれる
静止画像の撮影時刻１０５を繰り上げるように書き換え変更すれば、その分割ファイルに
含まれる分割動画像の再生時に関連静止画像の静止画像マーク（例えば、Ｓ３，Ｓ４）を
再生表示の開始時点から早期に進捗表示部７１が通過するようにできる。
【００７１】
　なお、上記実施形態は以下のような別の実施形態に変更してもよい。
　・上記実施形態において、ライブビューボタン２３を有しないカメラ１１においては、
図示しない電源ボタンがオン操作された時点から被写体像のスルー画像表示がモニタ２０
上に表示されるようにしてもよい。
【００７２】
　・上記実施形態において、関連動画像に係るメタデータ６０における関連静止画像識別
データ６３には撮影時刻１０５が含まれていなくてもよい。
　・上記実施形態において、各識別データ３２，４２，４３，５２，６２，６３における
データ部分は、静止画像番号１０３や動画像番号１０４からなる固有データ部だけで構成
されていてもよい。
【００７３】
　・上記実施形態において、各識別データ３２，４２，４３，５２，６２，６３のデータ
内容には、その画像ファイルのファイル名を固有データ部分に更に含んでいてもよい。
　・上記の実施形態において、画像ファイル（静止画像ファイル、動画像ファイル）のメ
タデータには、画像ファイルのファイル名が含まれているが、画像ファイルのファイル名
を含まなくてもよい。
【００７４】
　・上記実施形態では、ファイル生成装置は、動画像撮影中に静止画像を撮影している。
このとき、動画撮影中に記録された静止画データの解像度を動画像データの解像度よりも
大きくする場合には、ファイル生成装置は、動画撮影を一時停止して静止画撮影を行う。
そのため、動画撮影を一時停止してから再度動画撮影を再開するまでの間に動画撮影が行
われていない箇所が生じ、動画像データが２つに別れることが生じる。このような状況を
回避するために、ファイル生成装置は、動画撮影を一時停止した直前のフレームを用いて
、動画撮影を再開した後の動画像データとつなげて一つの動画像データとしてもよい。
【００７５】
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　・上記実施形態では、ファイル生成装置は、動画像データと、静止画像データとの解像
度をおなじとしてもよい。このような場合には、ファイル生成装置は、ユーザからの撮影
指示を受けた際の動画像データのフレームを取り出して、静止画像ファイルを生成すれば
よい。
【００７６】
　・ＭＰＵ１６が信号処理回路１５に画像データとメタデータの生成を指示する場合、Ｍ
ＰＵ１６と信号処理回路１５の集合がファイル生成装置の一例であり、信号処理回路１５
はファイル生成部の一例である。
【００７７】
　・信号処理回路１５は画像データの生成を行うが、メタデータの生成を行わず、ＭＰＵ
１６が、メタデータを生成し、当該メタデータを画像ファイルに付加して、メタデータの
付加された静止画および動画像の画像ファイルを生成してもよい。この場合、ＭＰＵ１６
と信号処理回路１５の集合がファイル生成装置の一例であり、ＭＰＵ１６はファイル生成
部の一例である。
【００７８】
　・信号処理回路１５とＭＰＵ１６は別体であることに限られず、信号処理回路１５とＭ
ＰＵ１６は一体化されていてもよい。この場合、一体化された信号処理回路１５とＭＰＵ
１６が画像データ生成部およびファイル生成部の両方として機能する。
【００７９】
　・メタデータに含まれる共通データ部と固有データ部の各々は、限定を意図しないが、
文字列自体でもよく、文字列に対応するバイナリデータでもよい。
【符号の説明】
【００８０】
　１１…カメラ（電子カメラ）、１３…撮像素子（撮影手段）、１５…信号処理回路（画
像データ生成手段）、１６…ＭＰＵ（ファイル生成手段、ファイル生成装置、ファイル分
割手段）、３０，４０ａ～４０ｄ，５０，６０，６０ａ，６０ｂ…メタデータ、３２，４
２…静止画像識別データ、４３…関連動画像識別データ、５２，６２…動画像識別データ
、６３…関連静止画像識別データ、８０…画像データ、９０…画像ファイル、１０３…静
止画像番号（連番データ）、１０４…動画像番号（連番データ）、１０５…撮影時刻、Ｍ
…動画像。
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